
 

 

 
 

 

 

 

 

 

厚真町地域防災計画【資料編】改訂案 

 

新旧対照表 
 

 

 

凡例 

赤字下線：改訂案箇所 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

1 資料１ 厚真町防災会議条例 

昭和 38年 2 月 15日 

条 例 第 6 号 

改正 平成 13年 3 月 15日条例 11号 

資料１ 厚真町防災会議条例 

昭和３８年２月１５日 

条例第６号 

改正 平成１２年３月２７日条例第２２号 

条例改正後の未

修正 

1 （所掌事務） 

第２条 （略） 

(２) 厚真町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集するこ

と。 

(３) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

（所掌事務） 

第２条 （略） 

(２) 町長の諮問に応じて厚真町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

条例改正後の

未修正 

1 （会長及び委員） 

第３条 （略） 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（略） 

(７) 胆振東部消防組合消防長及び厚真消防団長 

 

 

 

 

６ 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号及び第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ1人、

1人、2人、1人、2人及び10人とする。 

７ 第5項第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間

とする。 

（会長及び委員） 

第３条 （略） 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（略） 

(７) 胆振東部消防組合厚真支署長及び厚真消防団長 

（略） 

(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

(１０) 前各号に掲げる者のほか、男女共同参画や多様な視点を反映させるため防災上必要と認め

て町長が任命する者 

６ 前項第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第８号、第９号及び第１０号の委員の定数は、

それぞれ３人、１人、３人、１人、３人、１３人、１人及び３人とする。 

７ 第５項の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

条例改正後の

未修正 

2 （議事等） 

第５条 前各号に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項

は、会長が防災会議にはかって定める。 

（議事等） 

第５条 前各号に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

条例改正後の

未修正 

4 資料２ 厚真町災害対策本部条例 

昭和 38年 7 月 18日 

条 例 第 29 号 

資料２ 厚真町災害対策本部条例 

昭和３８年７月１８日 

条例第２９号 

 

条例改正後の

未修正 

4 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23 条第 7項の規定に基づ

き、厚真町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に基

づき、厚真町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

条例改正後の

未修正 

4 （班の設置） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に班を置くことができる。 

２ 班に属するべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 班長は部の事務を掌理する。 

（部及び班の設置） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部及び班を置くことができる。 

２ 部及び班に属するべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を班に班長を置き、災害対策本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は部の事務を掌理し、班長は班の事務を掌理する。 

条例改正後の

未修正 

5 資料３ 厚真町防災会議運営規程 

昭和 38年 6 月 28日 

規 程 第 １ 号 

資料３ 厚真町防災会議運営規程 

昭和３８年６月２８日 

規程第１号 

規程改正後の未

修正 

6 資料４ 厚真町防災行政用無線局運用管理規程 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

   (１) 無線局 厚真町防災行政用無線施設の親局をいう。 

 

 

(２) 総括責任者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。 

(３) 無線局管理責任者 総括責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運営にあたる責 

資料４ 厚真町防災行政用無線局運用管理規程 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

   (１) 無線局 厚真町防災行政用無線施設の親局をいう。 

   (２) 固定系 同報無線方式によって通報をおこなう通信系をいう。 

   (３) 移動系 MCA基地局及び陸上移動局の通信系をいう。 

   (４) 総括責任者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。 

   (５) 無線局管理責任者 総括責任者の命を受け、直接無線局の維持管理及び運用（固定系の

新型無線機換装

に伴う改訂 



- 2 - 

改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

任者をいう。 

 

 

 

 

 

 

(４) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。 

(５) 通信統制 災害が発生し、または発生するおそれのある場合、その他特に必要と認

められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通

信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にす

ることをいう。 

運用を除く。）にあたる責任者をいう。 

   (６) 固定系の無線局運用責任者 総括責任者の命を受け、直接固定系無線局の運用にあたる

責任者をいう。 

   (７) 無線従事者 電波法第2条第6号の規定により、無線設備の操作又はその監督を行う者で

あって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線施設を操作する資格を有する者をいう。 

   (８) 無線局管理担当者 無線局管理責任者の命を受け、直接無線局の維持管理業務にあたる

者をいう。 

   (９) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う一般職員の者であって、無線従事者以外の者をい

う。 

   (10) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められ

る場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込

み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

6 （無線局の管理部課） 

第４条 無線局の管理課は、総務課とする。 

（削除） 新型無線機換

装に伴う改訂 

6 （管理責任者） 

第５条 総括責任者は、総務課長とする。 

２ 総括責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線局管理責任者、無線従事者

及び通信取扱者を指揮監督する。 

（総括責任者） 

第４条 総括責任者は、町長とする。 

２ 総括責任者は、無線局の維持管理及び運用に関する業務について、無線局管理責任者及び固定系

の無線局運用責任者を指揮監督する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

6 （無線局管理責任者） 

第６条 無線局管理責任者は、総務課総務人事グループ（防災担当）とする。 

２ 無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取

扱者を直接指揮監督する。 

（無線局管理責任者） 

第５条 無線局管理責任者は、総務課防災担当参事とし、不在時は総務課長とする。 

２ 無線局管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の維持管理及び運用(固定系の運用を除く。)

に関する業務について、無線従事者、無線局管理担当者及び無線取扱者を直接指揮監督する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 追記 （固定系の無線局運用責任者） 

第６条 固定系の無線局運用責任者は、まちづくり推進課長とする。 

２ 固定系の無線局運用責任者は、総括責任者の命を受け、固定系無線局の運用に関する業務につい

て、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 追記 （無線局管理担当者） 

第７条 無線局管理担当者は、総務課防災グループ（防災行政無線担当）とする。 

２ 無線局管理担当者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規

定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （無線従事者） 

第７条 無線従事者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の

規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。 

（無線従事者） 

第８条 無線従事者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。 

２ 無線従事者は、無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者を補佐するとともに、電波法及

びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （通信取扱者） 

第８条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもと無線局の通信業務を行う。 

（通信取扱者） 

第９条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもと無線局の通信業務を行う。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （無線従事者の配置） 

第９条 総括責任者は、無線局の運用状態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなけ

ればならない。 

（無線従事者の配置） 

第10条 総括責任者は、無線局の運用状態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければ

ならない。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （通信系統） 

第10条 通信系統は、別図のとおりとする。 

（通信系統） 

第11条 通信系統は、別図のとおりとする。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （通信の種類） 

第11条 通信は、防災通信（災害発生時等において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う

通信をいう。以下同じ。）平常通信（一般行政事務のために行う通信をいう。）及び訓練通信（非

常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。）とする。 

（通信の範囲） 

第12条 通信の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の範囲内で次の各号に掲げる事

項について行うものとする。 

   (１) 地震、火災、風水害等の非常事態に関する事項 

   (２) 人命その他特に緊急を要する重要な事項 

   (３) 行政事務に関する事項 

新型無線機換

装に伴う改訂 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

   (４) その他総括責任者が必要と認める事項 

7 （防災行政用無線利用者協議会） 

第12条 防災行政用無線施設の広範な利用を図るため、防災行政用無線利用者協議会を置く。 

（防災行政用無線利用者協議会） 

第13条 防災行政用無線施設の広範な利用を図るため、防災行政用無線利用者協議会を置く。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

7 （無線局の運用） 

第13条 無線局の運用については、別に定める運用細則による。 

２ とまこまい広域農業協同組合と無線設備を共用することとなる場合の運用については、別に

定めた協定書による。 

３ 胆振東部消防組合厚真支署とは、別に定めた協定書による。 

（無線局の運用） 

第14条 無線局の運用については、別に定める運用細則による。 

２ 胆振東部消防組合厚真支署及びとまこまい広域農業協同組合と無線設備を共用することとなる場

合の運用については、別に定める協定書による。 

（削除） 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （通信統制） 

第14条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。 

(１) 実施責任者は、総括責任者とする。 

(２) 総括責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行す

る。 

(３) 総括責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。 

（通信統制） 

第15条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。 

   (１) 実施責任者は、総括責任者とする。 

   (２) 総括責任者が職務を行うことができないときは、固定系無線局にあっては固定系の無線

局運用責任者が、移動系無線局にあっては無線局管理責任者が、これを代行する。 

   (３) 総括責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （非常災害時等における通信体制） 

第15条 総括責任者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちに無線局責任者に対し、通信の

確保に必要な措置をとらせるものとする。 

(１) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。 

(２) 管理責任者が特に必要と認めるとき。 

２ 無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るも

のとする。 

３ 管理責任者は、第１項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と

認める場所へ配置することができるものとする。 

（非常災害時等における通信体制） 

第16条 総括責任者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちに無線局管理責任者及び固定系の無

線局運用責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。 

   (１) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。 

   (２) 無線局管理責任者又は固定系の無線局運用責任者が特に必要と認めるとき。 

２ 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災

通信の円滑な疎通を図るものとする。 

３ 無線局管理責任者は、第１項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、移動系無線局を必

要と認める場所へ配置することができるものとする。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （予備電源） 

第16条 予備電源は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 

(１) 無線設備を連続して３時間以上安定に作動させることができるものであること。 

（予備電源） 

第17条 予備電源は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 

(１) 無線設備を連続して７２時間以上安定に作動させることができるものであること。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （通信訓練） 

第17条 管理責任者は、少なくとも毎年１回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。 

（通信訓練） 

第18条 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、少なくとも毎年１回以上定期的に通信

訓練を行わなければならない。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （職員の研修） 

第18条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員

の研修を行わなければならない。 

（職員の研修） 

第19条 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を

図るため、必要に応じて関係職員に対し研修を行わなければならない。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

8 （備付書類の管理） 

第19条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。 

（備付書類の管理） 

第20条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

 

8 （無線従事者選（解）任届の提出） 

第20条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やか

に無線従事者選（解）任届を北海道電波監理局長に提出するための手続きをとらなければなら

ない。 

（無線従事者選（解）任届の提出） 

第21条 無線局管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速や

かに無線従事者選（解）任届を北海道電波監理局長に提出するための手続きをとらなければならな

い。 

新型無線機換装

に伴う改訂 

9 （無線設備の点検及び整備） 

第21条 管理責任者は無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認して

おかなければならない。 

（無線設備の点検及び整備） 

第22条 無線局管理責任者は無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認

しておかなければならない。 

新型無線機換装

に伴う改訂 

9 （細則） 

第22条 町長は、この規程に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を

定めるものとする。 

（細則） 

第23条 総括責任者は、この規程に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則

を定めるものとする。 

新型無線機換装

に伴う改訂 

9 附 則 附 則 新型無線機換装
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

 

   この規程は、平成5年2月1日から施行する。 

（新規） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

  （厚真町防災行政無線局運用管理規程の廃止） 

２ 厚真町防災行政無線局運用管理規程(平成5年2月1日訓令第1号)は廃止する。 

に伴う改訂 

9 附 則 

   この訓令は、交付の日から施行する。 

（削除） 新型無線機換装

に伴う改訂 

10 別 図  通信系図 

 

別 図  通信系図（固定系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型無線機換装

に伴う改訂 

10  別 図  通信系図（移動系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型無線機換装

に伴う改訂 

陸上移動局 

（車載） 

陸上移動局 陸上移動局 制御器 

各戸別受信機 

基地局 

（車載） （携帯） 被制御器 
AC100V 

予備電源 

各戸別受信機 

親局設備 

各戸別受信機 

（中継局） 

（中継局） （中継局） 

（屋外子局） 
各戸別受信機 各戸別受信機 

直流電源装置 

（予備電源） 

制御機器 

AC100V 

（MCA基地局） 

（NTTドコモ基地局） 

 

移動局 

（役場） 

AC100V 

予備電源 

制御機器 

陸上移動局 

陸上移動局 

陸上移動局 

陸上移動局 

（車載） 

（車載） 

（携帯） 

（携帯） 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

 資料５ 厚真町防災行政用無線局運用細則 

 

 

（目的） 

第１条 この細則は、厚真町防災行政用無線局運用管理規程（以下「規程」という。）第22条に基

づき、固定系及び移動系無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とす

る。 

資料５ 厚真町防災行政用無線局運用細則 

令和５年３月１０日 

訓令第４号 

（目的） 

第１条 この細則は、厚真町防災行政用無線局運用管理規程（令和５年訓練第３号。以下「規程」と

いう。）第２３条に基づき、固定系及び移動系無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定め

ることを目的とする。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

 （通信の種類） 

第２条 通信の種類は、定時放送及び緊急放送とする。 

（通信の種類） 

第２条 通信の種類は、次のとおりとする。 

 （１） 固定系 定時放送及び緊急放送 

 （２） 移動系 緊急通話、一斉通話、普通通話 

新型無線機換

装に伴う改訂 

 （通信の範囲） 

第３条 通信できる範囲は、次の各号に掲げるものとする 

(１) 地震、台風等に関する予・警報の通知など、防災行政に関する事項 

(２) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡 

(３) 地方自治法第2条第3項に定められた行政事務に関する事項 

(４) 営農指導に関する事項 

(５) その他、町長が必要と認めた事項 

（通信の対象） 

第３条 固定系無線局で通信できる対象は、次の各号に掲げるものとする 

 （１） 町の主催・共催する各種行事及び催し物の開催案内 

 （２） 町が後援している各種団体の行事及び催し物の開催案内 

 （３） 前２号の中止又は延期の放送 

 （４） 水道の断水や道路の通行止め等町民の生活に関すること 

 （５） 町民全体に周知を図る必要性のある行政事務（納税、ごみ、停電等） 

 （６） 気象情報とそれに伴う農作物被害注意情報等 

 （７） 各種運動週間等の告知（火災予防、交通安全、選挙関係等） 

 （８） 警察からの要請による行方不明者の捜索願及び町民の安全に関すること 

 （９） 警察からの要請による劇薬、火薬等危険物の紛失及び誤った販売の照会等 

 （１０） 各公共機関からの要請で町民全体に周知を図る必要性があるもの 

 （１１） その他総括責任者が必要と認める事項 

新型無線機換

装に伴う改訂 

11 （通信時間） 

第４条 無線局からの通信時間は、次により行うものとする。 

(１) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。 

(２) 定時放送は、12時20分、20時00分とし、とまこまい広域農業協同組合及び胆振東部

消防組合厚真支署については、別途協議する。 

 

（通信時間） 

第４条 固定系無線局からの通信時間は、次により行うものとする。共聴 

 (１) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。 

 (２) 定時放送は、次の表に掲げるとおりとし、その他の放送については、別途協議する。 

 

区分 放送時間 

自治会 ６時３０分～又は７時３０分 

チャイム １２時００分 

役場 １２時２０分～１２時３０分 

消防 １２時３０分～１２時３５分 

農協 １２時３５分～１２時４５分 

チャイム １９時００ 

消防 １９時１０分～１９時１５分 

農協 １９時１５分～１９時２５分 

役場 ２０時００分～２０時１０分 

自治会 １９時３０分～２０時００分又は２０時３０分～ 
 

 

12 （通信日） 

第５条 通信日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この

限りでない。 

(１) 土曜日及び日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月31日から1月5日 

（通信日） 

第５条 固定系無線局の通信日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、総括責任者が必要と認

めたときは、この限りでない。 

 (１) 土曜日及び日曜日 

 (２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (３) １２月３０日から１月４日 

新型無線機換

装に伴う改訂 

12 （通信の申し込み） 

第６条 通信の申し込み手続きは、次の各号の定めるところによる。 

（通信の申し込み） 

第６条 固定系無線局の通信の申し込み手続きは、次の各号の定めるところによる。 

新型無線機換

装に伴う改訂 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

(１) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信

依頼書（第1号様式）により、通信日の前日の午後3時までに、管理責任者に提出しなけ

ればならない。 

(２) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとす

る。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。 

 (１) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書

（様式第１号）により、通信日の前日の午後３時までに、固定系の無線局運用責任者に提出しなけ

ればならない。 

 (２) 固定系の無線局運用責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定す

るものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。 

12 （通信の制限） 

第７条 管理責任者は、災害発生、その他特に理由があるときは通信を制限することができる。 

（通信の制限） 

第７条 総括責任者は、災害発生、その他特に理由があるときは固定系無線局の通信を制限すること

ができる。 

２ 総括責任者が職務を行うことができないときは、固定系の無線局運用責任者がこれを代行する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

12 （通信の方法） 

第９条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。 

 (１) 固定系 

  （例） 平常時 「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。 

          ………通信内容………以上で終わります。こちらは、ぼうさいあつま、こ 

ちらは、ぼうさいあつまです。」 

      災害時 「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。 

          ………災害に関する通信内容……以上で終わります。こちらは、ぼうさい 

          あつま、こちらは、ぼうさいあつまです。」 

 (２) 移動系 

  （例） 呼出し ぼうさいあつま○○○（相手局の呼出し名称を３回以内）。こちらは（１ 

回）ぼうさいあつま○○○（３回以内）。 

      応答  ぼうさいあつま○○○（相手局の呼出し名称を３回以内）。こちらは（１ 

回）ぼうさいあつま○○○（自局の呼出名称を３回以内）。 

（通信の方法） 

第９条 通信の方法は、原則として次各号に掲げる方法により行うものとする。 

 (１) 固定系 

  ア 例（平常時）  

    「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。 

   ………通信内容………以上で終わります。こちらは、ぼうさいあつま、こちらは、ぼうさいあ

つまです。」 

  イ 例（災害時） 

    「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。 

   ………災害に関する通信内容……以上で終わります。こちらは、ぼうさいあつま、こちらは、

ぼうさいあつまです。」 

 

 (２) 移動系 

  ア 呼出し 

    ぼうさいあつま○○○（相手局の呼出し名称を３回以内）。 

    こちらは（１回）ぼうさいあつま○○○（３回以内）。 

  イ 応答 

    ぼうさいあつま○○○（相手局の呼出し名称を３回以内）。こちらは（１回） 

    ぼうさいあつま○○○（自局の呼出名称を３回以内）。 

 

13 （受信設備の利用契約） 

第 10 条 受信設備を利用しようとする者は、厚真町防災行政用無線受信設備借受申込書（第 2 号 

様式）を町長に提出しなければならない。 

（受信設備の利用） 

第10条 固定系無線局の受信設備を利用しようとする者は、厚真町防災行政用無線受信設備借受申込

書（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

13 （利用契約の解除） 

第11条 利用者が転出又は転居する場合は、厚真町防災行政用無線受信設備返還・移設届書(様式

第３号)を町長に提出しなければならない。ただし、転出の場合は戸別受信機を返還するものと

し、同時に前条の契約は解除したものとする。 

（利用契約の解除） 

第11条 利用者が転出又は転居する場合は、厚真町防災行政用無線受信設備返還・移設届書（様式第

３号）を町長に提出しなければならない。ただし、転出の場合は戸別受信機を返還するものとす

る。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

13 （維持管理経費等の負担） 

第12条 無線施設等の利用者は、利用する部分に相当する施設の保守管理に要する経費を、次の

各号より負担するものとする。 

（維持管理経費等の負担） 

第12条 固定系無線局の無線施設等の利用者は、利用する部分に相当する施設の保守管理に要する経

費を、次の各号より負担するものとする。 

新型無線機換

装に伴う改訂 

13    附 則 

 

  この細則は、平成5年2月1日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は、平成５年４月１日から施行する。 

  （厚真町防災行政無線局運用細則の廃止） 

２ 厚真町防災行政無線局運用細則（平成５年２月１日）は廃止する。 

新型無線機換

装に伴う改訂 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

 第１号様式 

厚真町防災行政用無線通信依頼書 

 

町 長 副 町 長 
無線局管

理責任者 

無線局 

管理担当者 

広    報 

担当課長 

広    報 

担 当 者 
合  議 

       

 

起 案 

年月日 
 

決 済 

年月日 
 

起案者 

職氏名 

課名  グループ名 

職名  氏名 

「通信月日」  月  日（曜）～  月  日（曜）（昼・夜） 計  回 

「臨時通信」  月  日  時  分  

件名 

〇
〇
に
つ
い
て 

処理欄   月  日  時  分   印 
 

様式第１号（第６条関係） 

厚真町防災行政用無線通信依頼書 

 

総括責任者 
固定系の無線局 

運用責任者 

通信取扱者

（正） 

まちづくり推進課 

企画調整グループ 
合  議 

     

 

起 案 

年月日 
 

決 済 

年月日 
 

起案者 

職氏名 

課名  グループ名 

職名  氏名 

「通信月日」  月  日（曜）～  月  日（曜）（昼・夜） 計  回 

「臨時通信」  月  日  時  分  

件名 

〇
〇
に
つ
い
て 

処理欄   月  日  時  分   印 
 

新型無線機換

装に伴う改訂 

15 第２号様式 

令和  年  月  日 

使 用 者 

フリガナ  

氏 名 

若しくは事業

所名及び代表

者名 

                       印 

（略） （略） 

（略） （略） 
 

様式第２号（第１０条関係） 

  年  月  日 

使 用 者 

フリガナ  

氏 名 

若しくは事業

所名及び代表

者名 

                        

（略） （略） 

（略） （略） 
 

 

16 ※戸別受信機の貸与条件 

（略） 

※戸別受信機の貸与条件 

（略） 

新型無線機換

装に伴う改訂 

＊
文
章
は
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い 

 

＊
文
章
は
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い 

 



- 8 - 

改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

４ 転居の場合は、厚真町防災行政用無線受信設備返還・移設届書（第３号様式）を町長に提出

すること。 

５ 家屋の解体又は転出、世帯合併等で、戸別受信機を休止又は廃止しようとするときは、厚真

町防災行政用無線受信設備返還・移設届書（第３号様式）を町長に提出し、戸別受信機を返還

すること。 

４ 転居の場合は、厚真町防災行政用無線受信設備返還・移設届書（様式第３号）を町長に提出す

ること。 

５ 家屋の解体又は転出、世帯合併等で、戸別受信機を休止又は廃止しようとするときは、厚真町

防災行政用無線受信設備返還・移設届書（様式第３号）を町長に提出し、戸別受信機を返還する

こと。 

17 第３号様式 

令和  年  月  日 

使 用 者 

フリガナ  

氏 名 印 

（略） （略） 

（略） （略） 
 

様式第３号（第１１条関係） 

  年  月  日 

使 用 者 

フリガナ  

氏 名  

（略） （略） 

（略） （略） 
 

新型無線機換

装に伴う改訂 

50 資料12 要配慮者施設（避難確保計画要作成施設）一覧表 

【水防法第15条第３項に定める浸水想定区域内（厚真川）】 

施設等

区分 
名称 種別 住所 電話 

浸水想定 

（最大規

模） 

福祉施

設等 

（略） 

高齢者グループホーム 

やわらぎ 
通所 

勇払郡厚真町字本郷２３６－

６ 

26-

7336 

0.5m～3.0m 

小規模多機能ホーム ほ

んごう 
通所 

勇払郡厚真町字本郷２３６－

６ 

26-

7336 

0.5m～3.0m 

（略） 

厚真町まちなか交流館し

ゃべーる 
通所 勇払郡厚真町京町１２－１ 

29-

7023 

0.5m～3.0m 

（略） 
 

資料12 要配慮者施設（避難確保計画要作成施設）一覧表 

【水防法第15条第３項に定める浸水想定区域内（厚真川）】 

施設

等区

分 

名称 種別 住所 電話 

浸水想定 

（最大規

模） 

福祉

施設

等 

（略） 

グループホーム夢ふうせん 

やわらぎ 
通所 

勇払郡厚真町字本郷２３６－

６ 

26-

7336 

0.5m～3.0m 

小規模多機能ホーム夢ふう

せん ほんごう 
通所 

勇払郡厚真町字本郷２３６－

６ 

26-

7336 

0.5m～3.0m 

（略）     

厚真町まちなか交流館 通所 勇払郡厚真町京町１２－１ 
29-

7023 

0.5m～3.0m 

（略） 
 

 

事業者変更に伴

う名称の変更 

 

56 資料 13 災害協定等締結一覧表一覧表 

No 分類 協定名 協定先 協定内容 要請の要件等 締結日 有効期間 

（略） 

21 

 

 

生活

物資

等供

給 

（略） R3.3.31まで

とすも、期

間満了日の

30日前まで

に（略） 

22 パー

トナ

ーシ

ップ

協定 

（略） 定締結の日

から起算し

て１年間、 

（略） 

（略） 

24 物資

等輸

送 

（略） 定締結の日

から１年

間、（略） 

25 仮設

住宅 

（略） 定締結の日

から１年

間、（略） 

資料 13 災害協定等締結一覧表一覧表 

No 分類 協定名 協定先 協定内容 要請の要件等 締結日 有効期間 

（略） 

21 

 

 

生活

物資

等供

給 

（略） R3.3.31まで

とするも、期

間満了日の30

日前までに 

（略） 

22 パー

トナ

ーシ

ップ

協定 

（略） 締結日から

起算して１

年間、

（略） 

（略） 

24 物資

等輸

送 

（略） 締結日から

１年間、 

（略） 

25 仮設

住宅 

（略） 締結日から

１年間、 

（略） 

誤記修正 

 

新規締結協定の

追加 
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改訂案の頁 現行計画（旧） 改訂案（新） 理 由 

26 トイ

レ供

給 

（略） 定締結の日

から１年

間、（略） 

（略） 

（新規） 

 

26 トイ

レ供

給 

（略） 締結日から

１年間、 

（略） 

（略） 

31 医療

支援 

災害時

の医療

救護活

動に関

する協

定書 

一般社

団法人 

苫小牧

市医師

会 

避難所及び災害現場等における救

護所の設置及び医療救護活動 

・傷病者の傷病の程度の判定 

・傷病者に対する応急措置及び医

療 

・傷病者の収容医療機関への転送

の要否及び転送順位の決定 

・被災者の死亡の確認及び死体の

検案 

地域防災計画

に基づき、医

療活動を実施

する必要が生

じた場合、甲

が乙に救護班

の編成及び派

遣を要請 

令和5

年11月

20日 

締結の日か

ら1年間、期

間満了の1カ

月前までに

甲乙いずれ

からも意思

表示が無い

時は1年間継

続、以後同

様 
 

62 厚真町地域防災計画の沿革 

（略） 

令和 ４年 ６月２２日   一部改訂（軽微） 

令和 ５年 ２月２７日   一部改訂 

 

厚真町地域防災計画の沿革 

（略） 

令和 ４年 ６月２２日   一部改訂（軽微） 

令和 ５年 ２月２７日   一部改訂 

令和 ６年 〇月〇〇日   一部改訂 

沿革追記（日付

確定後に修正予

定） 

 


